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【手続補正書】
【提出日】平成21年8月17日(2009.8.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極板と負極板とを、セパレータを介して捲回又は積層した、非水電解液を含浸した、
電極体を、電池蓋と内部端子と外部端子とを有する電極蓋を備えた円筒形の電池ケースに
収容してなり、前記電池ケースの前記電極蓋と接する部分を圧接して形成したかしめ部に
よって封止してなるリチウム二次電池であって、
　前記電池ケースの胴体部の直径をＲｂｏｄｙ（ｍｍ）、前記かしめ部の直径をＲｔｏｐ

（ｍｍ）としたときに、ＲｂｏｄｙとＲｔｏｐとが、Ｒｂｏｄｙ＞Ｒｔｏｐの関係を満足
させ、
　且つ前記電池ケースの先端部と前記電極蓋の外縁部とを、溶接加工により接合したこと
を特徴とするリチウム二次電池。
【請求項２】
　前記電池ケースが、Ａｌ又はＡｌ合金からなる請求項１に記載のリチウム二次電池。
【請求項３】
　前記電池蓋と前記外部端子とが、Ａｌ又はＡｌ合金からなる請求項１又は２に記載のリ
チウム二次電池。
【請求項４】
　前記Ｒｂｏｄｙ（ｍｍ）と前記Ｒｔｏｐ（ｍｍ）の差をΔＲ（ｍｍ）としたときに、Δ
Ｒが、ΔＲ≦５（ｍｍ）の関係を満足した請求項１～３のいずれか１項に記載のリチウム
二次電池。
【請求項５】
　前記Ｒｂｏｄｙと前記ΔＲとが、（ΔＲ／Ｒｂｏｄｙ）×１００≦１０（％）の関係を
満足した請求項１～４のいずれか１項に記載のリチウム二次電池。
【請求項６】
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　前記電池ケースの形状が、パイプ状である請求項１～５のいずれか１項に記載のリチウ
ム二次電池。
【請求項７】
　前記溶接加工によって、前記電池ケースの先端部の全域と前記電極蓋とが接合される請
求項１～６のいずれか１項に記載のリチウム二次電池。
【請求項８】
　前記電極蓋の外縁部直近部分に絞り加工部を形成した請求項１に記載のリチウム二次電
池。
【請求項９】
　２Ａｈ以上の電池容量である請求項１～８のいずれか１項に記載のリチウム二次電池。
【請求項１０】
　車載用である請求項１～９のいずれか１項に記載のリチウム二次電池。
【請求項１１】
　エンジン起動用である請求項１０に記載のリチウム二次電池。
【請求項１２】
　電気自動車用又はハイブリッド電気自動車用である請求項１０又は１１に記載のリチウ
ム二次電池。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明によれば、正極板と負極板とを、セパレータを介して捲回又は積層した、非水電
解液を含浸した、電極体を、電池蓋と内部端子と外部端子とを有する電極蓋を備えた円筒
形の電池ケースに収容してなり、前記電池ケースの前記電極蓋と接する部分を圧接して形
成したかしめ部によって封止してなるリチウム二次電池であって、前記電池ケースの胴体
部の直径をＲｂｏｄｙ（ｍｍ）、前記かしめ部の直径をＲｔｏｐ（ｍｍ）としたときに、
ＲｂｏｄｙとＲｔｏｐとが、Ｒｂｏｄｙ＞Ｒｔｏｐの関係を満足させ、且つ前記電池ケー
スの先端部と前記電極蓋の外縁部とを、溶接加工により接合したことを特徴とするリチウ
ム二次電池、が提供される。このとき、電池ケースとしては、Ａｌ又はＡｌ合金からなる
ことが好ましく、電池蓋と外部端子とが、Ａｌ又はＡｌ合金からなることが好ましい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について説明をするが、本発明がこれらの実施形態に限定され
ないことはいうまでもない。以下、各発明について説明する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
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【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　本発明は、正極板と負極板とを、セパレータを介して捲回又は積層した、非水電解液を
含浸した、電極体を、両端部に、電池蓋と内部端子と外部端子とを有する電極蓋を備えた
円筒形の電池ケースに収容してなり、電池ケースの電極蓋と接する部分を圧接して形成し
たかしめ部によって封止してなるリチウム二次電池であって、電池ケースの胴体部の直径
をＲｂｏｄｙ（ｍｍ）、かしめ部の直径をＲｔｏｐ（ｍｍ）としたときに、Ｒｂｏｄｙと
Ｒｔｏｐとが、Ｒｂｏｄｙ＞Ｒｔｏｐの関係を満足させ、且つ電池ケースの先端部と電極
蓋の外縁部とを、溶接加工により接合するように構成する。図１（ａ）、図１（ｂ）に示
すように、電池ケース１６、正極蓋、負極蓋の強度の範囲内で、電池ケースの胴体部の直
径Ｒｂｏｄｙ、かしめ部の直径ＲｔｏｐをＲｂｏｄｙ＞Ｒｔｏｐと強くかしめ加工を行い
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、電池ケース１６と電極蓋とのかしめ隙間をなくすことにより、溶接を安定的に行うこと
が可能となり、電解液の漏れを抑制することができる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　このとき、電池ケースとしては、Ａｌ若しくはＡｌ合金からなることが好ましく、この
電池ケースの形状はパイプ状であることが好ましい。このような材料の電池ケースは各種
の径のものが市販されているために入手が容易かつ安価であり、しかも、Ａｌ等の材料は
軽量であることから電池の軽量化が可能となり、電池の重量エネルギー密度、及び重量出
力密度の向上を図ることができる。さらに、電池の成形においても、かしめ加工等が容易
であるという特徴も備えている。アルミニウムとは純アルミニウムを指すが、純度として
９０％以上のものであれば、問題なく用いることが可能である。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　又、電池蓋及び外部端子としては、Ａｌ若しくはＡｌ合金からなることが好ましい。本
発明の電極蓋は、電池ケースと溶接され電池に蓋をする（電池蓋）、内部端子と接続され
電流を外部に取り出す（外部端子）、電極リードと接合され電極体内部の電流を受け取る
（内部端子）、という３つの役割をもっている。本発明において、上述した理由により電
池ケースにＡｌ材質のものを用いた際には、電池ケースと溶接される電池蓋に同じＡｌ材
質のものを用いると、溶け込みが良く、均質で電池ケースと電極蓋が一体化したような、
しっかりした溶接を行うことができる。又、Ａｌは電気伝導性が良く、従来から外部端子
としてよく用いられている。電池蓋、外部端子、内部端子の各部材の接合する際には、特
にその方法には制限は無いが、摩擦接合、ロウ付け、溶接、かしめ、又は鍛造かしめ等に
より接合すればよい。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　本発明においては、Ｒｂｏｄｙ（ｍｍ）とＲｔｏｐ（ｍｍ）の差をΔＲ（ｍｍ）とした
ときに、ΔＲが、ΔＲ≦５（ｍｍ）の関係を満足することが好ましく、ＲｂｏｄｙとΔＲ
とが、（ΔＲ／Ｒｂｏｄｙ）×１００≦１０（％）の関係を満足することが好ましい。後
述する実施例の結果より、これ以上に強くかしめると、電池ケースに割れが生じることと
なるからである。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　さらに、本発明においては、溶接加工によって、電池ケースの先端部の全域と電極蓋と
が接合されることが、確実に密閉するために、好ましい。また、電極蓋の外縁部直近部分
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に絞り加工部を形成することが好ましい。本発明のように、電池ケースの先端部と電極蓋
の外縁部をかしめ加工し、電極蓋の外縁部直近部を絞り加工し、電池ケースの先端部の全
域と電極蓋とを溶接をすることにより、車載した場合にリチウム二次電池にかかる振動等
の応力を分散することができる。よって、かしめ部の溶接の安定性が向上し、車載用電池
として用いた場合にも、移動中に常に加えられる振動に対して長期的に密閉を保持するこ
とが可能となる。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　ところで、電極蓋等の溶接による固定方法は、図１（ａ）、（ｂ）に示した形態に限定
されるものではない。図３（ａ）、（ｂ）及び図４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は別の溶接方
法を用いたリチウム二次電池の断面図である。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　図３（ａ）は、電池ケース１６の側面から電極蓋へレーザーを貫通させることによる溶
接方法、図３（ｂ）は、電池ケース１６の端面側からレーザーを照射させる溶接方法であ
る。この際、図３（ａ）は図３（ｂ）の場合に比べ、溶接部２６の偏心の影響は少ないが
、電池ケース１６と電極蓋の間に隙間があると不充分な溶接になる。又、図３（ｂ）は図
３（ａ）に比べ、直接突き合わせた部分にレーザーが当たるため該隙間の影響は受けにく
いが、溶接部２６の偏心の影響は受けやすく、レーザーを溶接面に正確に照射しなければ
ならない。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　後述する実施例において示しているが、図３（ａ）、図３（ｂ）の溶接方法は、本発明
のかしめ具合を用いた場合、充分に車載用リチウム二次電池として実用可能なものである
。図４（ａ）は、電極蓋がかしめにより固定状態になった後も更に電池ケース１６を倒し
こんで溶接の密着性を改善した電池に対して、図３（ａ）と同じく、電池ケース１６の側
面から電極蓋へレーザーを貫通させることによる溶接方法である。図４（ａ）のように、
電池ケース１６を内側に倒しこむことは、溶接部２６にかかる応力を低減することにもつ
ながるので、耐振動性を向上させることのできる溶接方法といえる。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　図４（ｂ）、図４（ｃ）は、図３（ａ）、図３（ｂ）、図４（ａ）と電極蓋の形状が異
なっている。図３（ａ）、図３（ｂ）、図４（ａ）の電極蓋の外周部は、薄い板状になっ
ており、電池ケース１６のかしめ応力を歪み無く、曲げ応力として受けとることができる
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形状になっている。それに対して、図４（ｂ）、図４（ｃ）の電極蓋は、電池蓋全体が一
様の厚みであり且つ１枚の真直ぐな板状の形状になっている。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　その図４（ｂ）は、電池蓋全体が一様の厚みであり且つ１枚の真直ぐな板状である電極
蓋の上部を覆いかぶせるように電池ケース１６を倒しこむことで、電池ケース１６と電極
蓋の密着性を高めた電池に対して、図３（ｂ）と同じく、電池ケース１６の端面側からレ
ーザーを照射させる溶接方法である 又、図４（ｃ）は、図４（ｂ）と同じ形状の電極蓋
を、図４（ｂ）と同じように電池ケース１６をかしめて倒しこんだ電池に対して、図３（
ｂ）と同じく、電池ケース１６の端面側からレーザーを照射させる溶接方法である。これ
ら図４（ｂ）、図４（ｃ）は、電池ケース１６と電極蓋の密着性が高いことから、耐振動
性に優れた溶接方法といえる。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　ここで、作製された本発明のリチウム二次電池の用途として、例えば、ＥＶやＨＥＶ等
のモータ駆動用を考える。この場合、モータ駆動のために１００～２００Ｖといった電圧
が必要となるため、複数の電池を直列に接続する必要がある。そこで、図１（ａ）中に示
される電池１４の電極端子構造のように、正極外部端子１８Ａ、負極外部端子１８Ｂを電
池１４の端面の中央に配設すると、電池間の接続が容易となり、好ましい。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　本発明のリチウム二次電池の製造方法においては、まず、正極板と負極板とをセパレー
タを介して巻芯外周に捲回してなる内部電極体の両端に設けた集電タブのそれぞれと、２
枚の電極蓋のそれぞれの内部端子部とを接合して電池素子を形成する。次ぎに、この電池
素子を、両端が開放された電池ケースに挿入した後、電池ケースの両端部のそれぞれと２
枚の電極蓋のそれぞれの外縁部を接合する。そして、最後に、少なくとも一枚の電極蓋に
設けた電解液注入口より電解液を注入した後、電解液注入口を封止する。このように、図
７（ａ）から図７（ｂ）、図７（ｃ）、図７（ｄ）、図８（ａ）に示すようにして、先に
内部電極体１と、正極蓋と負極蓋の２枚の電極蓋とを接合して電池素子を作製し、図８（
ｂ）に示すようにして、それを一体として電池ケース１６に挿入することで、電池ケース
１６内で行う作業を不必要にすることができ、また、選別された良品の電池素子のみを次
工程に用いることができるので、工程を簡易にし生産性の向上を図ることができる。さら
に、図９（ａ）、図９（ｂ）、図１０に示すようにして、電池ケース１６と電極蓋の外縁
部とを絞り加工及びかしめ加工により接合して電池を封止した後に電解液を注入すること
で、電解液を電池ケース胴体部に確実に閉じこめることができるので、電池の電解液漏れ
の抑制を図ることができる。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　さらに、この製造方法においては、電池ケースの両端部のそれぞれと２枚の電極蓋のそ
れぞれの外縁部とを接合すると同時に又はその前後に、電池ケースの電極蓋の外縁直近部
分に絞り加工をすることが好ましい。このことにより、電池における電極蓋の位置決めと
固定がなされることになる。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　電池ケースと電極蓋との接合方法としては、かしめ、及び／又は、溶接の方法を用いる
ことが好ましい。これらの方法の技術的意義と好適な方法は以下に述べる。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　電池ケースと電極蓋の接合方法としてかしめの方法を用いる場合には、かしめ作業時に
、電池ケースと電極蓋の間に弾性体を介することが好ましい。図９（ａ）の下図に示すよ
うに、電極蓋の形状に応じた弾性体であるパッキン２３を用いた場合、このパッキン２３
はかしめ加工により適度な弾性変形を示していくが、かしめ加工にあたっては、このパッ
キンの荷重方向の変形量がスプリングバック量よりも大きく、且つ、弾性体の弾性維持率
が９５％以上となる応力以下とすることが好ましい。
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　また、電池ケースと電極蓋の接合方法として溶接の方法を用いる場合には、溶接作業時
に、エネルギー源としてＹＡＧレーザーを用いることが好ましい。この際には、電池ケー
スの先端部と電極蓋の外縁部の全域を溶接することが、確実に密閉するために、好ましい
。
【手続補正３０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３１】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００４７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　また、本発明における電解液注入方法については特に制限はないが、上述したような構
造である本発明のリチウム二次電池においては、以下のような方法が好適である。電解液
を充填する際、図９（ｂ）に示すように、電池内を真空ポンプを用いて真空雰囲気とし、
大気圧との差圧を利用して、電解液注入口１５から電解液が注入される。ここでは真空度
を０．１ｔｏｒｒ（１３．３Ｐａ）程度より高真空の状態となるようにすることが好まし
い。
【手続補正３５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　コイン電池のような小容量電池に対して、容量の大きい電池に用いられる電極体の１つ
の構造は捲回型である。図１１に示されるように、捲回型電極体１は、正極板２と負極板
３とを、多孔性ポリマーからなるセパレータ４を介して正極板２と負極板３とが直接に接
触しないように巻芯１３の外周に捲回して構成される。正極板２及び負極板３（以下、「
電極板２・３」と記す。）に取り付けられている電極リード５・６の数は最低１本あれば
よく、複数の電極リード５・６を設けて集電抵抗を小さくすることもできる。
【手続補正３６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　電極体の別の構造としては、コイン電池に用いられる単セル型の電極体を複数段に積層
してなる積層型が挙げられる。図１２に示すように、積層型電極体７は、所定形状の正極
板８と負極板９とをセパレータ１０を挟み交互に積層したもので、１枚の電極板８・９に
少なくとも１本の電極リード１１・１２を取り付ける。電極板８・９の使用材料や作成方
法等は、捲回型電極体１における電極板２・３等と同様である。
【手続補正３７】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００６５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
（実施例１～４、比較例１～３）
　実施例１～４及び比較例１～３の電池は、正極の電極基板として幅２００ｍｍ、長さ３
６００ｍｍ、負極の電極基板として幅２００ｍｍ、長さ４０００ｍｍの大きさのものを捲
回して内部電極体を作製した。その内部電極体に、正極電池蓋、正極外部端子、及び正極
内部端子からなる放圧孔を備えた正極蓋と、それぞれの間にパッキンを挟んだ負極電池蓋
、負極外部端子、及び負極内部端子からなる負極蓋を両端に溶接し、一体化された電池素
子として、内径４８ｍｍφの電池ケースに収容した後、電池ケースを絞り加工及びかしめ
加工した。次いで、電池ケースと電極蓋を、図３（ａ）の溶接法と同じように、電池ケー
スの側面側から電極蓋に貫通するようにして、その全周をＹＡＧレーザーを用いて溶接し
た。
【手続補正４３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　そして、ここまでの電解液注入前の電池において、Ｈｅリーク試験を行った。それは、
図６に示すように、電極蓋の中央に備えられた放圧孔２２から電池１４内を真空に排気し
た後、電池ケース１６と電極蓋の溶接部２６からＨｅガス２９を吹き付け、Ｈｅガス２９
が電池１４内に侵入したかどうかをヘリウムリークディテクター３０を用いて検出するこ
とにより行った。この際、電池１４内のＨｅ分圧が１０－９Ｐａ・ｍ３／ｓ以下であるも
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のを、○とした。
【手続補正４４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
（実施例５～８、比較例４～６）
　実施例５～８及び比較例４～６の電池は、電池ケースと電極蓋の溶接を電池ケースと電
極蓋を直接突き合わせた部分に行った点を除いては、実施例１～４と同様のリチウム二次
電池を実施例１～４と同様の方法にて作製して、評価した。
【手続補正４５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７４】
　上記実施例及び比較例においてＨｅリーク及び電解液漏れを評価した結果を表１、表２
に示す。ここで、実施例１～８及び比較例１～６のかしめ部は、上記の方法により、かし
め部にかかる応力に差が生ずるように調整したかしめ方法を用いて作製した。このときの
電極蓋の外径及び電池形状は、表１、表２に示す通りである。また、その他の部材、試験
環境はすべての試料において同じとした。なお、非水電解液としては、実際上のことを考
慮して、ＥＣとＤＥＣの等容量混合溶媒に電解質としてのＬｉＰＦ６を１ｍｏｌ／ｌの濃
度となるように溶解した溶液を用いた。
【手続補正４６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
【表１】

【手続補正４７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００７６】
【表２】

【手続補正４８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７７】
　Ｈｅリーク及び電解液漏れの評価については、実施例及び比較例について、それぞれ１
００本の電池を作製し、かしめ加工された電池ケースと電極蓋の溶接部からのＨｅリーク
、電解液漏れの有無、アルミパイプかしめ部の割れ、クラックの有無を観察することによ
り評価している。表１、表２においては、１本でも上記不具合に該当すれば×、１００本
すべての電池においてＨｅリーク無し、液漏れ無し、クラック無しの場合は、○とした。
【手続補正４９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
（評価１）
　表１から分かるように、図３（ａ）と同じように電池ケースと電極蓋とが溶接されたリ
チウム二次電池において、Ｒｂｏｄｙ－Ｒｔｏｐ＝０ｍｍ、ΔＲ／Ｒｂｏｄｙ＝０％であ
る比較例１、比較例２では、共にＨｅリークが観察され、比較例１では液漏れも発生する
結果となった。これは、溶接部を断面観察してみると、かしめが不充分で、電極蓋と電池
ケースの間に隙間があったために、溶接が不充分であったことが分かった。
【手続補正５０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
　比較例２においては、液漏れはなかったがＨｅはリークしたため、短期的密閉性はよい
が、高温下や長期振動下では信頼性が低いと考えられる。
【手続補正５１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８１】
（評価２）
　表２から分かるように、図３（ｂ）と同じように電池ケースと電極蓋とが溶接されたリ
チウム二次電池においては、Ｒｂｏｄｙ－Ｒｔｏｐ＝０ｍｍ、ΔＲ／Ｒｂｏｄｙ＝０％で
ある比較例４、比較例５では、共にＨｅリークと液漏れが観察される結果となった。これ
も、比較例１、２の場合と同様に、溶接が不充分であることが理由であった。
【手続補正５２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　また、かしめ部の直径が、電池の胴体部の直径に対し、Ｒｂｏｄｙ－Ｒｔｏｐ＝５ｍｍ
、ΔＲ／Ｒｂｏｄｙ＝１０％までの実施例５～８の場合には、実施例１～４の場合と同様
に、良好な結果となった。また、電池ケースをＲｂｏｄｙ－Ｒｔｏｐ＝５．５ｍｍ、ΔＲ
／Ｒｂｏｄｙ＝１１％まで密閉加工を行った比較例６の場合には、比較例３と同様に、電
池として機能できない結果となった。
【手続補正５３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
【図１】図１（ａ）（ｂ）は、本発明のリチウム二次電池の実施形態を示すもので、図１
（ａ）は断面図、図１（ｂ）は図１（ａ）の一部拡大図である。
【図２】従来のリチウム二次電池の一実施形態を示す断面図である。
【図３】図３（ａ）（ｂ）は、本発明のリチウム二次電池における電池ケースと電極蓋と
の溶接の一実施形態を示す断面図である。
【図４】図４（ａ）（ｂ）（ｃ）は、本発明のリチウム二次電池における電池ケースと電
極蓋との溶接の、他の一実施形態を示す断面図である。
【図５】従来のリチウム二次電池の一実施形態を示す断面図である。
【図６】本発明のリチウム二次電池において、電池ケースと電極蓋との溶接部のＨｅリー
ク試験の方法を示す説明図である。
【図７】図７（ａ）～（ｄ）は、本発明のリチウム二次電池の製造工程を示す連続断面図
である。
【図８】図８（ａ）（ｂ）は、図７（ａ）～（ｄ）に続く、本発明のリチウム二次電池の
製造工程を示す連続断面図である。
【図９】図９（ａ）（ｂ）は、図８（ａ）（ｂ）に続く、本発明のリチウム二次電池の製
造工程を示す連続断面図である。
【図１０】図９（ａ）（ｂ）に続く、本発明のリチウム二次電池の製造工程を示す連続断
面図である。
【図１１】捲回型電極体の構造を示す斜視図である。
【図１２】積層型電極体の構造を示す斜視図である。
【手続補正５４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】
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